
















要約:平成 6(1994)年 6 月に母子保健法・地域保健法の改定が実施され、3年間の移行期間

を持って、よりきめ細かな母子保健サービスを目的に母子保健・小児保健業務が市町村に

移管されることになった。本研究は『市町村における母子保健事業の効率的実施に関する

研究』を研究課題に、発達支援事業に観点をおき市町村の現状および市町村における問題

点と対策、保健所や県など対する要望などについて 139 市町村にアンケート調査を行い、

人口構成別に比較検討した。アンケートの結果では、境界児・異常児の発達支援のための

相談・保育・療育に関するフォローアップシステムは 60-70%以上に実施され、その主体

は市町村もしくは保健所と市町村の協力で行われていた。しかし、施設をはじめ多くの問

題点が指摘されていた。特に人口が少ない地区へのマンパワーの充足、専門スタッフの研

修や育成、保健所を含めた業務の再検討、周辺都市との人的・技術的交流、医師会など他

機関との連携、さらに広域の過疎地区における巡回健診の設置などがあげられた。また地

域における地域の特性を生かすためにも、その地域の実情を理解した KEY　PERSON(医師

や保健婦など)の設置と地域ボランティアの育成が必要であろう。


